
マ
タ
ー
ー
マ
チ

中
と
い
4
た
。
直
邸
の
士
を
総
様
し
て
家
中
と
い
う

た
か
ら
で
あ
る
。
叉
家
中
は
又
家
来
と
も
又
者
と
も

い
ふ
こ
と
が
あ
っ
た
。

マ
h
F
ゴ
ロ
ウ
チ
ョ
ウ
又
五
郎
町

金
搾
の
町
名
。

材
木
町
四
丁
目
の
杭
小
路
で
、
続
山
叉
一
泊
郎
の
居
邸

が
あ
っ
た
か
ら
削
名
と
な
っ
た
。

マ
ダ
チ
ウ
ヂ
ナ
ホ

民
館
氏
向

泊
稗
太
郎
左
一的

門
。
英
郎
好
久
の
嫡
男
で
、
羽
咋
郡
土
問
庄
俗
の
土

ハ
抵
で
あ
っ
た
。
門
前
吉
ご
年
正
且
二
十
四
日
荒
十
ご
蹴

宥
以
て
現
し
た
。

マ
ダ
チ
ウ
ヂ
ナ
リ

毘
館
氏
成

沼
務
太
郎
左
衛

門
。
国
民
俗
氏
向
の
嫡
男
で
、
羽
咋
郡
土
問
庄
館
の
土

門
主
で
あ
っ
た
。
文
明
二
年
竹
泡
一
一
郎
致
純
凶
代
の
孫

柿
純
が
非
也
あ
っ
て
逐
電
し
た
崎
、
白山
山
義
統
は
氏

成
を
し
て
共
の
閉
山
領
を
魚
管
さ
せ
た
。
此
の
時
か
ら

出
山
氏
の
配
下
と
な
り
、
十
七
年
九
月
朔
日
六
十
入

践
で
製
し
た
。

マ
ダ
チ
タ
ロ
ザ
エ
モ
ン

民
館
太
郎
左
衛
門

鹿

島
郡
武
部
位
の
謀
艇
長
館
氏
九
代
で
、
見
文
六
年
十

村
役
と
な
り
、
子
百m快

h
k

之
を
裂
い
だ。

マ
ダ
チ
ヤ
ザ
エ
モ
ン

民
館
摘
左
衛
門

鹿
島
郡

武
部
の
十
村
役
。
文
政
五
年
商
字
を
許
さ
れ
、
七
年

十
抗
石
を
扶
持
せ
ら
れ
た
。
安
政
六
年
波
。

マ
ダ
チ
ヨ
シ
ヒ
サ

民
舘
野
久

泊
群
太
郎
左
術

門
。
交
は
土
凶
太
郎
左
衛
氏
好
。
好
久
牒
郎
以
来
羽

咋
郡
土
問
庄
な
る
飴
に
伎
し
、
後
由
民
俗
を
氏
と
し
た
o

E
長
一
苅
年
十
二
月
十
一
日
夜
、
手
年
六
十
七
。
子
孫

臨
時
都
に
位
し
て
謀
族
と
な
っ
た
。

間

谷

能

美
郡
五
十
谷
部
町
市
か
ら
南
方

7
h
F
-
-

の
渓
谷
。

問
谷
川

↓
ダ
イ
ユ

テ
ガ
ハ

7
h
M

ニ
ガ
ハ

1
1
0
 

i
!
 

?
タ
ノ
ロ
ヲ
ベ
エ

俣
野
六
兵
衛

初
め
ロ

m
E 大

政
に
仕
へ

、
大
坂
科
役
に
従
慣
し
て
間
山
口
で
も
ぎ

併
の
首
を
得
、
鋭
二
枚
・靴
子
一
一を
代
以
賜
せ
ら
れ
た
。

正
保
元
年
前
郎
利
治
に
仕
へ
て
然
組
典
力
と
な
り
、

職
ご
百
石
を
受
け
、
脱
却
無
総
と
拙
仇
し
た
。
無
徳
の

孫
六
兵
衛
の
時
、
点
事
四
年
三
月
十
抗
日
広
十
石
を

加
回
世
せ
ら
れ
て
木
組
問
問
力
と
な
り
、
そ
の
後
間
茂
平

は
文
化
ご
担
問
月
乱
心
自
殺
し
て
家
断
縦
し
た
。

7
h
F
モ

ノ

叉

者

裕
士
に
悶
回
す
ろ
家
士
、
印

ち
掛
川
俊
の
陪
臣
の
訟
で
、

一
に
叉
家
巾
と
抑
制
す
る
も

の
に
同
じ
い
。
叉
滞
侠
断
式
の
中
老
以
上
の
拠
女
中

に
使
役
せ
ら
れ
、

一
人
に
ご
三
名
刺
制
邸
し
て
ゐ
た
幼

女
を
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。

マ
ダ
ラ
ま
だ
ら

我
が
凶
の
民
総
は
数
多
い
が
、

合
唱
す
る
こ
と
そ
規
格
と
す
る
も
の
は
能
殺
ま
だ
ら

以
外
は
少
い
ゃ
う
で
あ
る
。
こ
の
附
で
は
以
前
総
船

島
町
と
臨
時
焔
七
尾
町
と
で
稲
は
れ
る
け
れ
ど
も
、

式
作
法
は
後
者
の
方
が
鍛
桁
で
、
打
雌
す
手
拍
子
の

以
ま
で
一
定
し
て
ゐ
る
。
嗣
H
ー
な
ど
の
裁
合
に
、『
め

で
た
/
¥
の
若
松
さ
ま
よ
校
も
悶
悶
え
る
お
も
繁
る
』

を
本
夙
に
し
て
、
五
六
日
肌
の
脇
駅
が
閉
山
は
れ
る
。

守

チ

町

石
川
郡
中
奥
州
却
に
屈
す
る
部
稿
。

マ

チ

町

河
北
郡
湯
涌
郷
に
関
す
る
部
稿
。

マ

チ

町

m
羽
咋
郡
焔
松
庄
に
回
す
る
部
w
m
。
邑

名
は
品
山
氏
の
家
隠
明
氏
の
城
下
で
あ
っ
た
か
ら
起

り
、
そ
の
仙
波
は
村
内
に
あ
っ
て
、
後
に
寺
屋
数
と

な
っ
た
。
能
管
名
跡
志
に
、『
川
尻
と
安
郎
監
の
附
に

町
村
と
で
あ
り
。
郭
跡
あ
り
。
城
主
の
筋
日
に
武
右

術
門
と
い
ふ
百
姓
あ
り
。
』
と
記
す
る。

マ
チ
イ
へ
町
家

金
内
聞
に
於
け
る
本
附
の
商
家

は
、
奥
行
十
六
聞
の
屋
放
を
淀
川
と
す
る
が
、
地
子

剛
に
は
制
限
が
な
か
っ
た
。

間
口
は
関
狭
種
々
あ
っ

た
が
、
姿
小
山
附
の
舛
は
抗
闘
を
弾
迎
と
し
、
三
郎
を

最
小
と
し
た
。
一
治
活
設
若
し
く
は
依
術
柴
の
如
き
は
、

十
四
筑
間
乃
末
三
十
聞
の
附
口
や
-
有
す
る
も
の
も
あ

っ
た
。
家
屋
の
同
刑
法
は
、
屋
以
を
批
寂
誌
と
し
、
川

石
で
押
さ
へ

、
切
市
北
遣
の
m
T
入
・
り
で
、
総
二
階
が
あ

っ
た
。
析
の
下
に
小
屋
根
が
あ
り
、
そ
の
下
を
幅
=
一

尺
の
羽
下
と
し
、
問
釧
宇
一
凶
山
か
ざ
る
郎
分
は
別
竹
を

編
ん
だ
白
戸
削
ち
す
む
し
こ
と
い
ふ
を
恨
め
る
。
内

押
印
の
先
制
し
た
も
の
に
は
、
間
の
削
・中
の
削
・次
の

間
・開
削
・山
世
間
・
統
し
元
・
山
山
般
似
所
間
帯
が
あ
り
、

表
ご
山
町
hr-
下山由
・下
女
の
部
問
国
に
宛
て
、
多
〈
は
土

殺
を
有
し
、
入
口
か
ら
奥
ま
で
民
泊
し
た
三
尺
乃
京

九
尺
制
の
土
附
が
あ
っ
て
、
そ
れ
そ
泊
。
庭
と
都
し

た。
マ
テ
ガ
イ
シ
ヨ
町
禽
所

金
将
町
奉
行
の
役
所

で
あ
る
。
医
長
-
一
年
竹
患
仁
兵
衛
が
町
役
人
常
命
ぜ

ら
れ
た
町
、
間
開
討
川
の
自
宅
宇
一役
所
に
砧
て
た
に
初

b
、
立
永
十
=
一
年
安
見
隠
岐
が
統
刑
に
似
せ
ら
れ
た

後
、
そ
の
治
郎
守
之
に
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
建
築
は
文
化
ご
年
大
破
し
た
か
ら
殴
祭
し
た
け

れ
ど
も
、
位
む
は
結
末
ま
で
叫
出
ら
た
か
っ
た
。
今
の

下
松
原
町
で
あ
る
。

マ
チ
カ
hm
フ
ツ
カ
ヨ
ミ
ザ
ダ
メ
ガ
キ
町
方
二
日

誌
定
客
全
部
の
問
民
が
心
得
控
く
べ
き
法
令
の
集

録
で
、
何
月
二
日
刻
の
際
組
合
聞
が
説
み
聞
か
せ
た

も
の
で
あ
る
。
征
伐
切
で
は
十
七
沼
が
集
め
ら
れ
、

資
政
四
年
に
は
俗
万
ご
日
制
退
加
九
僚
が
あ
b
、
手

利
三
却
に
は
凡
べ
て

十
七
e
僚
と
な
り
、
天
保
六
年

に
も
亦
十
七
ヶ
僚
が
選
定
せ
ら
れ
て
ゐ
ろ
。
↓
プ
ツ

カ

ヨ

ミ

二

H
刻。

マ
チ
グ
チ
町
口

鹿
島
刑
判
♂割
引
坂
の
内
の
小
手
。

マ
チ
ヲ
-
7
7
イ

町

議
米

総
か
ら
知
行
を
受
け

る
も
の
L
A

牧
納
す
る
米
殺
は
、
百
姓
を
し
て
給
人
の

指
定
す
る
蹴
宿
に
辿
搬
せ
し
め
、
磁
宿
は
一
石
に
付

き
磁
蚊
米
二
升
を
得
て
、
給
人
の
之
を
m
M
却
す
る
ま

一・

七
七
四

で
、
保
管
の
m
H
に
任
じ
た
。
川
政
米
と
も
給
人
米
と

も
い
ふ
も
の
は
是
で
あ
る
。
叉
給
人
が
食
料
に
供
す

る
録
、
厳
宿
に
お
託
し
た
米
食
引
出
す
を
引
米
己
い

ひ
、
絵
入
か
ら
米
切
手
を
続
出
し
、
厳
宿
を
し
て
指

定
の
石
高
を
斑
却
せ
し
め
て
そ
の
代
仰
を
受
け
ろ
の

は
、
掛
米
と
い
は
れ
た
。

マ
チ
ゲ
h
F
イ

町

下

代

金
部
川
奉
行
に
邸
し
た

下
夜
。
そ
の
初
は
不
明
で
あ
る
が
、
承
政
二
蛇
に
必

下
四
郎
右
衛
門
、
国
治
二
加
に
山
口
助
右
衛
門
-
K
品

川
五
郎
右
衛
門
、か
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
ろ
。
元
隊
三
年
山

文
書
に
、
先
年
は
町
下
代
一
人
に
抗
人
扶
持
中
L

奥
へ

ら
れ
、
問
中
か
ら
銀
子
五
十
枚
を
誼
は
し
た
が
、
覚

文
六
年
す
べ
て
切
米
一
丸
十
依
に
な
っ
た
。
そ
の
恥
v凶

は
二
十
年
前
前
か
ら
小
山
手
役
の
外
、
務
侠
他
出
の

際
は
附
同
志
半
」
助
け
て
泊
簡
を
山
口
闘
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
あ
る
。
そ
れ
よ
り
以
，
則
は
小
口
手
役

・
市
巾

遊
概
修
理
母
行
hr一
分
治
し
た
の
で
あ
る
。

マ
チ
チ
町
地

二
)
金
抑
金
制
仰
で
問
地
と
い

ふ
の
は
商
工
の
地
域
で
、
本
剛
と
地
子
町
と
の
別
が

あ
り
、
町
奉
行
の
管
制
相
に
回
し
て
民
た
。
岡
地
内

一

認
で
あ
る
門
前
地
は
、
寺
枇
の
所
有
地
に
剛
家
を
匙

築
し
た
も
の
で
、初
は
寺
祉
事
行
に
邸
し
て
ゐ
た
が
、

後
に
問
奉
行
の
管
制
に
聯
じ
た
。
武
家
の
拝
領
地

・

下
屋
政
・組
地
に
は
町
名
が
な
か
っ
た
。

。
一
)
地
方

l
城
下
以
外
で
は
、耐
坊
が
町
匙
に
4

な
り
、

商
工
の
多
〈
居
住
す
る
庇
は
附
と
都
し
、
町
務
行
を

仮
泊
し
て
支
配
せ
し
め
た
。

加
賀
の
小
松
・本
音
・訟

任
・宮
腰
、
桂
昌
官
の
折
口
は

川
で
あ
っ
た
。
阿
廷
で

あ
っ
て
も
、
御
祁
奉
行
の
支
配
で
あ
れ
ば
行
政
上
の

町
で
は
な
か
っ
た

o
mに
町
手
の
附
い
た
郎
釈
が
行

政
上
の
附
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

マ
チ
ヅ
キ
ア
シ
ガ
ル
町
附
足
軽

金

都

町
界中行

に
附
臨
し
た
る
足
般
で
、
そ
の
組
地
は
最
初
法
船
守

園・


